
【表紙】

【提出書類】 訂正有価証券届出書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2019年10月10日提出

【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社

【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野　暁

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

【事務連絡者氏名】 酒井　隆

【電話番号】 03-6774-5100

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券に係るファンドの名称】

ハイブリッド証券ファンド円コース

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券の金額】

継続募集額(2019年7月13日から2020年1月15日まで)

　3兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2019年7月12日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の記載事

項について、「ハイブリッド証券ファンド」を構成する他のファンドのうち、「ハイブリッド証券

ファンド円コース（年２回決算型）」および「ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

（年２回決算型）」が2019年10月15日付で満期償還することに伴う記載の変更、消費税率引き上げ

に伴う記載の変更および外国税額控除に関する記載の追加を行うため、関係事項を下記のとおり訂

正するものであります。

２【訂正の内容】

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部　　　は訂正部分を示します。
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第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

＜訂正前＞

 

ハイブリッド証券ファンド円コース

※以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。また、「円コース」という略称を使用する場

合があります。

なお、上記ファンドおよび委託者が設定・運用する下記のファンドを総称して「ハイブリッド証券

ファンド」という場合があります。

 

  ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

  ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

  ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

  ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

  ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

  ハイブリッド証券ファンド中国元コース

  ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

  ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

  ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

  ハイブリッド証券ファンド円コース（年２回決算型）

  ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース（年２回決算型）

  ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

 

＜訂正後＞

 

ハイブリッド証券ファンド円コース

※以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。また、「円コース」という略称を使用する場

合があります。

なお、上記ファンドおよび委託者が設定・運用する下記のファンドを総称して「ハイブリッド証券

ファンド」という場合があります。

 

  ハイブリッド証券ファンド米ドルコース

  ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース

  ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース

  ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース

  ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース

  ハイブリッド証券ファンド中国元コース
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  ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース

  ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

  ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース

  ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド

 

（５）【申込手数料】

＜訂正前＞

（イ）申込手数料

申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24％
＊
（税抜3.0％）を上限と

して販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投

資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただき

ます。当該手数料には消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が含まれ

ます。

＊消費税率が10％になった場合は、3.3％となります。

手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。

（略）

＜訂正後＞

（イ）申込手数料

申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限とし

て販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資

環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきま

す。当該手数料には消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が含まれま

す。

手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。

（略）
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

ｂ．ファンドの特色 

＜訂正前＞

（略）

「ハイブリッド証券ファンド」構成ファンド間でのスイッチングが可能です。

※「ハイブリッド証券ファンド」構成ファンドは、アセットマネジメントOne株式会社を委託会社と

する特定のファンドをグループ化したもので、その構成ファンドには「ハイブリッド証券ファン

ド」の語句が付されています。

※「ハイブリッド証券ファンド」構成ファンドの信託期間は、毎月決算型が2024年10月15日まで、年

2回決算型が2019年10月15日までとなります。信託期間が異なりますのでご注意ください。

※ スイッチングのお取り扱いの有無や対象ファンドなどは、販売会社により異なります。また、販

売会社によっては、一部のファンドのみのお取り扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社

でご確認ください。

 

（略）

 

＜訂正後＞

（略）

　「ハイブリッド証券ファンド」構成ファンド間でのスイッチングが可能です。

※「ハイブリッド証券ファンド」構成ファンドは、アセットマネジメントOne株式会社を委託会社と

する特定のファンドをグループ化したもので、その構成ファンドには「ハイブリッド証券ファン

ド」の語句が付されています。

※ スイッチングのお取り扱いの有無や対象ファンドなどは、販売会社により異なります。また、販

売会社によっては、一部のファンドのみのお取り扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社

でご確認ください。

 

（略）

４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

＜訂正前＞

（イ）申込手数料
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申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24％
＊
（税抜3.0％）を上限と

して販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投

資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただき

ます。当該手数料には消費税等が含まれます。

＊消費税率が10％になった場合は、3.3％となります。

手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。

（略）

＜訂正後＞

（イ）申込手数料

申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限とし

て販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資

環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきま

す。当該手数料には消費税等が含まれます。

手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。

（略）

（３）【信託報酬等】

＜訂正前＞

ファンド
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.134％

＊

（税抜1.05％）

＊消費税率が10％になった場合は、年率1.155％となります。

信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算

期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファン

ドから支払われます。

支払先 内訳（税抜） 主な役務

委託会社 年率0.40％ 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、

基準価額の算出等の対価

販売会社 年率0.62％ 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類

の送付、口座内でのファンドの管理等の対価

受託会社 年率0.03％ 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指

図の実行等の対価

 

投資対象とする

外国投資信託

サブデット・ファンドの純資産総額に対して年率0.55％

※サブデット・ファンドは、余資運用の一環として主に短期債券等を投資対象とする

ファンドへ投資することがあり、かかる場合においては当該ファンドの管理報酬等

（サブデット・ファンドの純資産総額の年率0.0175％相当を上限とします。）を間接

的に負担します。

実質的な負担
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.684％

＊

（税抜1.6％）程度

＊消費税率が10％になった場合は、年率1.705％となります。

※上記はサブデット・ファンドを100％組入れた場合の数値です。実際の運用管理費用

（信託報酬）は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。
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＜訂正後＞

ファンド ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.155％（税抜1.05％）

信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算

期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファン

ドから支払われます。

支払先 内訳（税抜） 主な役務

委託会社 年率0.40％ 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、

基準価額の算出等の対価

販売会社 年率0.62％ 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類

の送付、口座内でのファンドの管理等の対価

受託会社 年率0.03％ 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指

図の実行等の対価

 

投資対象とする

外国投資信託

サブデット・ファンドの純資産総額に対して年率0.55％

※サブデット・ファンドは、余資運用の一環として主に短期債券等を投資対象とする

ファンドへ投資することがあり、かかる場合においては当該ファンドの管理報酬等

（サブデット・ファンドの純資産総額の年率0.0175％相当を上限とします。）を間接

的に負担します。

実質的な負担 ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.705％（税抜1.6％）程度

※上記はサブデット・ファンドを100％組入れた場合の数値です。実際の運用管理費用

（信託報酬）は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。

 

 

（５）【課税上の取扱い】

◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。

＜訂正前＞

（略）

※上記は、2019年4月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

なる場合があります。

※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

＜訂正後＞

（略）

※2020年1月1日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金

が上記と異なる場合があります。

※上記は、2019年7月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

なる場合があります。
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※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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